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今後の食品安全行政のあり方について 

 

 

平成１４年６月１１日 

食品安全行政に関する

関 係 閣 僚 会 議 

 

 

 

 今後の食品安全行政のあり方については、次に掲げるところにより、

見直しを図るものとする。 

 

 

１．食品安全委員会（仮称）の設置 

 

 消費者の健康保護を最優先に、食品安全行政にリスク分析手法を

導入し、食品の安全に関するリスク評価を行う食品安全委員会（仮

称）を新たに設置する。（詳細は別紙１のとおり。） 

  また、リスク管理を担当する行政機関についても、リスク管理体

制の見直しを図る等所要の措置を講じる。 

  なお、緊急時に内閣全体として対応する危機管理の仕組みを、次

に掲げる食品安全基本法（仮称）に基づいて整備する。 

 

 

２．食品安全基本法（仮称）の制定 

 

  消費者の保護を基本とした包括的な食品の安全を確保するための

法律として食品安全基本法（仮称）を制定する。（詳細は別紙２のと

おり。） 

また、食品安全基本法に則し、食品の安全性に関わる関連法につ

いて検討し、所要の改正を行うものとする。 

 

 上記の食品安全委員会設置のための法案及び食品安全基本法案は、

平成15 年の通常国会に提出する。このため、内閣官房に準備室を設け

ることとする。 

 

以 上 
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食品安全委員会（仮称）の概要について 

 

 

 

 食品安全委員会（以下、「委員会」という。）の概要については、以

下のとおりとする。 

 

 

１．任務・所掌事務等 

 

 (1) リスク評価 

 

① リスク評価 

・委員会は、リスク分析手法の導入により、食品の安全に関す

るリスク評価を実施する。 

・委員会は、リスク評価の結果に基づき、リスク管理を行う行

政機関（以下、「リスク管理機関」という。）に対して、リス

ク管理を行うよう勧告を行う。 

・リスク評価にあたっては、透明性を確保する。 

・リスク評価の対象は、広く食品一般とする。また、健康に悪

影響をもたらす可能性のある、食品に含まれる生物学的、化

学的又は物理的な物質、あるいは食品の置かれた状態（ハザ

ード）についてもすべて対象とする。なお、医薬品は別途安

全性が確保されていることから、対象から除外する。 

 

② モニタリング 

・委員会は、リスク管理機関によって勧告内容に沿ったリスク

管理が行われるよう、リスク管理の実施状況についてチェッ

クする。その際、消費者からの意見等を直接把握するための

仕組みを設ける。 

 

③ 一元的情報収集 

・委員会は、内外の危害情報を一元的に収集・整理する。 

 

 

 

別紙１
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 (2) リスクコミュニケーション 

 

① 委員会は、自ら行うリスク評価について、リスクコミュニケ―

ションを実施する。 

 

② 委員会は、リスク管理機関が行うリスクコミュニケーションも

含めた、リスクコミュニケーション全体の総合的マネージメン

トを実施する。 

 

③ 総合的なリスクコミュニケーションとして、委員会を中心に、

リスク管理機関、消費者、生産者等幅広い関係者を集めた意思

疎通の仕組みを設ける。 

 

 (3) リスク管理 

○ 委員会は、リスク管理を行わない。 

 

 

 

２．具体的な組織のあり方 

 

① 委員会は、重要性と独立性の観点から、内閣府に設置する。 

② 委員会は、専門的、客観的、科学的評価を実施する観点から、国

家行政組織法第 8 条に相当する機関とする。 

③ 委員会を担当する国務大臣を置く。 

④ 委員会のメンバーは、専門的知見を有する者数名により構成する。 

⑤ リスク評価の最終的な決定は委員会が行うが、具体的評価の実施

は、委員会の下に個別のリスクごとに一定の評価チーム（科学者

集団）を設置して行う。 

⑥ 委員会の下に事務局を設置し、ⅰ総務・総括事務、ⅱリスク評価

サポート事務、ⅲ勧告・モニタリング事務（消費者からの意見の

把握を含む）、ⅳ情報収集・整理事務、ⅴリスクコミュニケーショ

ン事務等を担当させる。 

⑦ 委員会は、試験研究機関等に対して指示等を行う。 

⑧ 委員会は、リスク管理機関との間で、連携・政策調整の具体的な

手法について取極めを締結・公表する。 
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３．その他 

 

①委員会の設置は、行政の肥大化防止の観点から、スクラップ・ア

ンド・ビルドによるものとする。具体的には、食糧庁組織の廃止

等、農林水産省及び厚生労働省の既存組織の見直しにより行うも

のとする。その際、併せて、消費者保護や食品の安全性の確保の

観点から、リスク管理部門の産業振興部門からの分離・強化を行

う等所要のリスク管理体制の見直しを図る。 

 

②リスク管理を担当する行政機関間（地方自治体を含む）の連携を

強化するための具体的仕組みを設ける。 
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食品安全基本法（仮称）の概要について 

 

 

 

 食品安全基本法の概要については、以下のとおりとする。 

 

 

１．目的及び基本理念 

 

① 国民の生命及び健康の保護 

② 食品の供給に関する一連の行程の各段階における安全性の確保 

③ 最新の科学的知見及び国際的動向に即応した適切な対応 

等 

 

 

２．関係者の責務・役割 

 

① 国の責務 

・食品の安全性の確保に関する施策を総合的に策定し、実施 

② 地方公共団体の責務 

・国との適切な役割分担を踏まえて、施策を策定し、実施 

③ 事業者の責務 

・食品の安全性を確保するための一義的な責任 

 ・正確かつ適切な情報の提供 

④ 消費者の役割 

・食品の安全性に関する知識及び理解を深めるとともに、意見の

表明の機会等を活用 

 

 

３．リスク分析手法による食品の安全性の確保 

 

(1) リスク分析手法の導入 

食品の安全性の確保に関する施策の決定・改廃は、原則として、

リスク分析手法に基づき実施 

 

 

別紙２
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① リスク評価 

・リスク管理を行う関係省庁から独立した行政機関において

実施 

  ・評価は、最新の科学的な知見に基づき実施 

② リスク管理 

  ・リスク評価の結果を踏まえ、消費者等の関係者の意見も聴

いて基準の設定等を実施 

  ・予防の観点から特に必要がある場合には、迅速かつ適切に

暫定的なリスク管理措置を実施 

③ リスクコミュニケーション 

    ・食品の安全性に関する情報の公開 

   ・消費者等の関係者が意見を表明する機会の確保 

 

(2) リスク評価機関の設置 

① 機関の任務等 

② リスク分析や危機管理対応に関する基本的な指針の策定 

等 

 

 

４．食品の安全性の確保に関する施策の充実 

 

① 行政機関相互の連携 

② 試験研究・人材の確保 

③ 内外の情報の収集 

④ 表示制度の適切な運用 

⑤ 食育の推進 

⑥ 環境に与える影響の考慮 

                              等 

 


